
畷

January20,１９８９

ヨ 里

■

IＩＥ〃nわrmaがoｎ＝ １
７

Ｎｏ．３

、

~『ＨＥＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧＡＣＡＤＥＭＹＯＦｊＡＰＡＮ

特別講演

1988年５月３０日（月）。通常総会(東京。日本工業倶楽部）

講師。題目

「科学技術行政の現状について」

１．内田勇夫（科学技術事務次官）……………………………………………………(1)

２．飯塚幸三（工業技術院長）…………………………………………………………(15）

３．植木浩（文部省学術国際局長）……･………………………………･…………･(25）
、
一Ｆ

Ｌ

日 学アカデミー



声

アで

ﾘ。科学技術行政の現状につぃで

ロ

本日私に与えられましたテーマは，「科学技術

行政の現状について」ということですので，私ど

も科学技術行政の総合推進官庁という立場から，

次の３点についてお話を申し上げたいと思ってお

ります。まず第１に，この１０年ほどの問に我が国

の科学技術政策というのは非常に大きく進展いた

しておりますので，その間の動きを振り返りなが

ら，現在の科学技術政策の姿を，第２には，我が

国の研究開発の現状と特徴につきまして，第３に

は，鍛近の科学技術政策上のトピックスについて

ご説明申し上げたいと思っております。

1．科学技術政策の最近１０年間の流れと現状

まず第１の科.学技術政策の，この１０年間の流れ

と現状ですが，昭和５０年代に入りましてから，産

業界，学界等の科学技術関係者，更には一般国民

にも「科学技術振興を一段と強化していかなけれ

ばいけない」という声が高まってまいりまして，

同時に，我が国の科学技術そのものの体質改善が

叫ばれてきたわけです。その背景となりましたの

は，我が国は「世界第２位の経済大国」と言われ

るまでになってきたけれども，今後の我が国の発

展を支えていくためには，一層の科学技術の振興

による龍新的な技術の開発，従来のキャッチアッ
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プ型から創造的な科学研究開発の必要性というも

のが叫ばれてまいりました。また，経済大国とし

て科学技術の面から国際的な貢献を果たしていか

なければいけないという考え方が出てきたわけで

す。そして，これを実現するためには，基礎研究

の強化，産・学・宙の連携，研究者の流動性の確

保，政府部内の総合調整機能の強化等，改善すべ

き行政上の数多くの問題点が指摘されていたわけ

です。

こういう動きに対しまして政府が初めて対応し

たのが昭和５６年度の予算であったと思います。こ

のときは鈴木内閣の時代でございまして，科学技

術庁官は亡くなられた巾川一郎さんでした。５５年

の秋には政府の中に科学技術関係閣僚会議が開か

れて，今後の我が国の科学技術政策の在り方を検

討する。また，自民党の昭和56年度の予算編成大

綱によって，五つの重点の一つとして科学技術の

振興ということが初めて盛り込まれました。

こういう動きを踏まえまして，科学技術会議の

総合調整機能の強化，あるいは基礎研究の充実等

をｌｌ的とした科学技術振興費の創設，創造科学技

術椎進制度の発足といった新しい経費が科学技術

庁の５６年度の予算に盛り込まれたわけです。

科学技術振弧調雑費と申しますのは，科学技術
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会議の総合調整機能の一環として計上された予算

でして，科学技術会議が決定した方針，方向，政

策に従って関係各省を誘導していくために有効に

使うお金だ，こういう位置づけになっております。

具体的には科学技術会議の決められた方針に従い

まして，関係省庁にこれを配分いたしまして，多

数の省庁とか民間をも含めた，そういうものにま

たがる先端的，基礎的な共同研究の推進，あるい

は国立研究所の基礎研究の強化，国際協力の推進

等に有効に活用されておりまして，５６年以来，現

在に至るまで大きな効果を挙げているところです。

現在63年度予算で92億円を計上しております。

もう一つの創造科学技術推進制度と申しますの

は，基礎研究を充実しようということでの新しい

試みでして，「研究は人である，そのテーマに岐

も適切な人を集めることによってお互いに触発さ

れ優秀な研究ができる」という考え方に基づきま

して，終身雇用制の下において研究者の流動性の

少ない日本でどうやってこれを実現するかという

ことを考えたのがこの制度でして，結局，テーマ

に応じて５箇年間を限って研究者を集めました。

そして，もちろん個人で参加される方は喜んで受

け入れるわけですが，殻も適切な人を，民間企業，

大学，国立研究所等から，お願いして５箇年間だ

け出向させていただくということでこの実施を行

うことにいたしました。

また，このテーマごとに責･任者であるプロジェ

クトリーダーにどういう人を集めるか，あるいは

予算の運用等につきましては大幅にお任せをする。

こういうことでこの制度を考えまして，新技術開

発事業団の法律を改正して，この事業団にこれを

実施させることになりました。私ども，これは一

つの大きな効果を上げたと思っておりますし，ま

た，基礎研究を実施するときの新しいパターンの

一つをつくったと考えております。

また，５６年度は，科学技術庁に限らず新しいこ

ういう動きの出た年でして，後ほど植木川長から

もお話があるかと思いますが，この年から科研費

等も毎年大幅に増額が進んだと理解いたしており

ます。

次に，５０年代の科学技術行政に非常に大きく影

響を与えたものは臨時行政調査会，いわゆる土光

２

臨調，これに続く行革審であったと思っておりま

す。昭和56年３)･』に発足いたしました臨時行政調

査会は，昭和５８年３月に最終答申を出しておりま

す。この中で臨調は，行政の目指すべき大目標と

して活力ある福祉国家の建設と国際社会に対する

積極的貢献を掲げております。そして，個々の行

政につきまして，その役割と機能を総点検いたし

ました。科学技術行政につきましては，「自主的，

創造的研究が必ずしも十分でなく，また，各省庁，

各機関のセクショナリズムもあり，総合的，効率

的に研究開発を推進するという点で必ずしも｜･分

ではない」，こういう認識が示されまして，これ

を克服するために，民間の研究能力の活用を前提

といたしまして，官民の役割分担の明確化，産・

学。官の連携の促進，大学。国立研究所の組織運

営の弾力化，｜釧際協力の推進等を進めるとともに，

総合的科学技術行政推進のための科学技術会議の

企画調整機能の充実，科学技術行政機構の在り方

の検討を行うことが必要である，こういう指摘を

行っています。要約しますと，基礎研究の強化，

科学技術会議の強化といった二つの大きな方向が

ここで強調されたと思っております。

もう一つ，これは私の個人的な考え方かもしれ

ませんけれども，．t光臨調の果たした非常に大き

な役割というのは，産・学・官の連携ということ

を非常に強く打ち出したことだと思います。以前

にも関係者の間で産。学・官の連携の必要性とい

うのは繰り返し言われていましたが，国全体とし

て必ずしも産・学。宮協力についてこれまでは一

つのコンセンサスがあったとは言えないわけです

が，ここで「産。学・官連携というのは非常に重

要である，推進すべきことである」ということが

国として，そして国民のコンセンサスとして，こ

こに打ち出されたということが，その後のこの面

での推進に非常に大きな意味があったと思ってお

ります。

それから，この臨調答申のフォローアップとし

て臨時行政推進帯議会というものが設立されまし

て，科学技術行政についても熱心に審議が行われ

ました。その中で雄も重点的に審議が行われてき

ましたものは，科.学技術政策の確立とその総合推

進体制の整備ということでして，６０年７月に答申
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を出しておりますが，科学技術会議を強化して，

科学技術政策の企画立案，総合推進の中核機関と

するという方針が打ち出され，その他の課題につ

きましては，その方向づけにとどめて，その具体

化については，科学技術会議の審議に期待する，

という考え方で報告書はまとめられました。

科学技術会議と申しますのは，従来からあった

機関でして，総理が議長，関"係閣僚とそれから６

人の専門家の議員をもって構成する科学技術に対

する最高の，法律上は諮問機関ですが，実質的に

は最高政策決定機関であるということでしたが，

この構成からおわかりいただけますように，従来

ややもすると権威はあるけれども機動性に欠ける

ということが問題でした。政府は臨調行.嫡審の審

議の結果を踏まえまして，科学技術会議の機動的，

弾力的な活動を行うために，専門家委員と特別の

委員による政策委員会というものを科学技術会議

の中に設置いたしまして，弾力的な運川を図る。

更に，６１年には，その聯務端等の充実強化を図る

ために科学技術庁の内部組織を変更いたしまして，

科学技術政策局を設臓するというようなことをい

たしました。なお，科学技術会議の那務ﾙijは，私

どもの科学技術政策局，それから文部省の植木局

長のところの学術国際局と共同して担当するとい

うことになっております。

科学技術会議は，こういった期待を受けまして，

59年１１月に，関係者にいろいろお集まりいただき

まして，新たな情勢変化に対応し，２１世紀を目指

した科学技術振興の総合的基本方策についての答

申を行いました。そしてこの答申を踏まえまして，

要するにこの答申の骨になるところをとったとい

う格好ですが，更に科学技術会議の審議も踏まえ

まして，６１年３月に科学技術振興に関する国の基

本方針を明らかにいたしました科学技術政策大綱

というものを閣議で決定いたしております。

これは表１に示すとおり，新しい科学技術政策

大綱というのは三つの点を大きな柱にいたしてお

ります。

まず第１が「創造性豊かな科学技術の振興」と

いうことです。これはこのアカデミーの先生方に

は釈迦に説法でございますので，説明は省略させ

ていただきます。

第２が「科学技術と人間及び社会との調和ある

発展」というものを打ち出しております。これは

非常にユニークな点かと思いますが，科学技術と

いうものは人間を幸せにするためにあるものであ

る，人間及び社会のための科学技術という原点に

立って，これと調和ある科学技術の発展を図るこ

とが重要であるということを柱といたしておりま

す。科学技術の発展に伴いまして一部では人間が

ｲく幸になるのではないかという心配もありますが，

そういうことがないように，また今後，例えば，

表１科学技術政策の基本

２１．世紀の我が国の立国基盤ともいえる科学技術の積極的な振興を図っていく

ため，行政レベルで当面その実現に努めるべき科学技術振興政策の基本を「科

学技術政策大綱」として昭和６１年３月に閣議決定。

その基本方針は，以下の三つ。

１．創造性豊かな科学技術の振興

次の時代の技術をはぐくむ基礎的研究の強化を中心として，改善，

改良の枠を超えた独創的科学技術の推進を図る。

２．科学技術と人間及び社会との調和ある発展

人間及び社会のための科学技術という原点に立ち，人間そのものに

対する理解を深めながらこれと調和ある科学技術の発展を図る°

３．国際性を重視した科学技術の展開

国際社会における我が国の果たすべき役割の増大に対応し，科学技

術面における国際的貿献が重要であるとの認識のもと，国際性を重視

しつつ科学技術の発展を図る。
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ライフ。サイエンスの発展等によりまして人間の

尊厳と科学技術の関係ということも問題になって

くると思いますし，コンピュータ等でプライバシー

の保護ということも問題になっておりますが，こ

ういった問題について常に調和のある発展をして

いかなければいけないということです。

第３が「国際性を重視した科学技術の股開」と

いうことでして，国際化の時代に対応して，国際

的貢献を図ることができるような，そしてまた，

研究体制も国際化された開かれた体制にしていか

なければいけないということです。

以上のほか，この政策大綱には重要研究分野の

推進，あるいは推進条件および推進体制の整備強

化といった問題につきまして基本的な考え方，方

針を決定しております。

この大綱に示されました方針に従いまして，現

在，政府は科学技術政策を推進しているわけでご

ざいます。

科学技術会議はこれらのほか，重要分野の研究

開発の基本方針，あるいは国立試験研究機関の巾

長期の在り方，研究評価の在り方等，重要な問題

につきまして績極的に方針を打ち出しておりまし

て，この方針に従い，関係各省それぞれ努力をし

ているところでございます。

この行革審並びに科学技術会議の方針を受けて

政府が行いました施策の一つとして特にご報告申

し上げておきたいと思っておりますのは，６１年５

月に成立いたしました研究交流促進法の制定です。

これは産・学・宮の交流，あるいは国際交流を行

うために，現在の法律体系の会計法であるとか，

公務員法であるとか，そういうものでネックになっ

ているところがありますので，そういう障害を除

去する，端的に言えば，そこだけ研究交流促進の

ために穴をあけるという法律です。これによりま

して，外国人研究者と国立研究所の部長クラスま

での任用ができるようになったとか，国研の研究

者が民間に出向した場合に不利益にならないよう

な，あるいは産・学。宮協力についての国有施設

の廉価の使用，あるいは国際協力を行いますとき

に国内法との関係でお互いの免責等の国際的なルー

ルと違った方法をとらなければいけないというこ

とだったのも，そういうことがなくてすむように

する，そういった従来研究交流の腔路になってい

た制度上の問題をここで解決を図ったということ

です。そしてなお，法律によらないで運用ででき

るものについては，別途閣議決定を行うというよ

うなことをいたしました。

2.我が国の研究開発の現状

次に，我が国の研究開発活動の現状，それから

特徴について少しお話しを申し上げたいと思って

おります。

表２は「研究活動の国際比較」です。まずお金

の点からみますと，これは1986年度の数字ですが，

日本の研究投資総額は８兆4,000億円です。前年

が８兆1,000億円でして，3.9％の伸びになってお

ります。1985年までの間は日本は民間の研究投資

意欲が大きくて，２桁の伸びを示していますが，

1986年，昭和６１年度は民間の景気が悪かったとい

うことで，伸びが大きく落ち込んでおります。こ

の総額が国際的に見てどうかということですが，

アメリカと比べていただきますと，大体ＧＮＰが半

分，人口が半分，研究費総額も半分です。アメリ

カの数字は，当該年度の為替レートで換算してお

りますので，これを今のレートに直せばもうちょっ

と減りますが，比率としては大体そんな感じだろ

うと思います。研究費のＧＮＰに対･する比率は'１本

は2.5％，アメリカが2.7％，国民所得比としては

3.2％，アメリカが３．１％となります。大体ヨーロッ

パ諸国もその程度でして，日本の研究投資総額と

しては国際的なレベルになっていると言ってよろ

しいかと思います。

科学技術会議が59年の答申のときに出しており

ます数字は，当面の目標が国民所得比３％，長期

的に3.5％ということでございますが，間もなく

3.5％の目標は達成されると思っております。

ただ，その特色としまして，その次の政府負担

割合ですが，’二１本は政府負担割合が20％をわずか

に切っている状況です。欧米諸国はおおむね半分

は国が出しているということでございまして，こ

れは一つには国防費というものが大きく影稗して

いるということだと思います。国防費を除く数字

がその下に書いてありますが，国防費を除きまし

ても，日本の政府負担割合は欧米諸国に比べて少

銅負恥

｜
《

４



2.2％

(2.6％）

48.9％

<1.1％〉

表２研究活動の1.Kl際比較

１

％
％

７
１

２
３く

ヨーロッパ

日本 アメリカ項
一

畳

イギリス西ドイツ フランス

150兆門 103兆円121兆円335兆円 709兆円ＧＮＰ函
一
力 0.5億人 0.6億人2.4億人 0.6億人1.2億人人 ロ

4.2兆円 2.8兆円 2.4兆円研究費総額 8.4兆円 19.3兆円
研

27.7％除く国防研究費

2.8％

(3.2％）

2.3％

(2.6％）

研究費の対ＧＮＰ比

（〃対･国民所得比）

2.5％

(3.2％）
究

39.6％

<1.1％〉

53.7％

<1.2％＞

政府負担割合

(〈＞内は対ＧＮＰ比）

19.6％

<0.5％〉

48.2％

<1.3％〉

活Ｐか

２６．９％

戸
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36.5％ ４２．２％１８‘８％

動
13万人 10万人 9万人研究者数 42万人 79万人

注）ｌ・日本については，研究者数は1987年度，その他は1986年度の数値である。

２． ア メ リ カ 〃 1 9 85年度，〃

３．西ドイツ〃1981年度，その他は1985年度の数値である。
４．フランスについては，すべて1985年度の数値である。

５．イギリスについては，ＧＮＰ及び人1Jは1984年度，その他は1983年度の数値である。

＊なお，円換算については次のとおりである。

アメリカ１９８５：238.5円/ドル，１９８６：168.5円／ドル

西ドイツ１９８１：97.53円/マルク，１９８５：81.03円/マルク

フランス１９８５：26.55門/フラン

イギリス１９８３：360.3111/ポンド，１９８４：317.4円/ポンド

なり民間なりのお金の出所で，真ん中が使う方で

して，どうお金が流れているかということですが，

''水の場合は同のお金は国の機関が使う，民間の

お金は民間の機関が･使うということで，国と民間

の間の資金の動きというものが極めて少ないとい

うことです。これに対して，アメリカの場合はか

なり民llliでも剛のお金を使っており２６％ぐらいに

なりますが，１１本は1.6％で，非常に金の流れも

雌・学。宮それぞれの中で閉鎖的というか，動き

が少ないのが現状だと思います。

表３は，昭和63年度の科学技術関係の予算の

総括表です。予算総計を御覧いただきますと，日

本の科学技術関係の予算は１兆７，０００億円でして，

前年度に比べ3.1％の伸びとなっております。表の

下に参考として群いてありますが，一般歳出の伸

びが政府全体としての1.2％に比べますと３％とい

ないということです。これは民間の研究投資が非

常に活発であるということでして，それI，|身は大

変望ましいことであって，それが|~|本の科学技術

を支えているのだということですが，あまりｌＭの

比率が低くなると全体としてのバランスが悪くな

るということでして，因としてもできるだけ努力

していかなければいけないと思っております。

研究者の数は日本が４２万人，アメリカが79刀

人でして，アメリカに比べますとお金の比率に近

いことになります。ヨーロッパに比べますと非常

に多いと言えるかと思います。ちなみに||木の４２

万人の内訳は，会社等が24万人，研究機関が３

万人，大学等が12万人というのが現在の総理府の

統計です。

図１は，研究費の流れがどうなっているかとい

うことを示しています。図の両側にあるのは政府
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1)日本（1985年度）（

（単位億円）

政府負担15,740民間負担65,346 総使用額81.164外国負担7８

図１日本及び米国の研究費の流れ(昭和62年版科学技術白書より）
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表３昭和６３年度科学技術開係予算総括表

区

爺度

分

科学技術振興賀科学技術振興賀

エネルギー対策費中の研究関係賛

そ の他の研究関係費

一般会計中の科学技術関係費

特別会計中の科学技術関係 賀

科学技術関係予算総計

参参 一般会計総額

考考 うち一般歳出

昭和６２年度

予算額

400,634

169.267

229,639

799,540

855,500

1,655,040

5４，１０１，０１９

3２，５８３，３６９

昭和63年度

予算額

467,272

164,680

240.509

822,461

884,044

1,706,504

56,699,714

32,982,107

(単位：|'i万''1）

対前年度

増減率(％）

４．２

△２．７

４．７

２．９

３．３

３．１

４．８

1.2

(注)1．一般歳出は，一般会計総額から国債費，地方交付税交付金及び産業
投資特別会計社会資本整備勘定への繰り入れを除いた経費である。

２．本表は，科学技術庁が集計したものである。

３．各柵積算と合計欄は，四捨五入の関,係で一致しないことがある。

うのはかなり重点的に配分していると言えるかと

思います。しかし，民間における研究投資の伸び

に比べますと非常に小さいというのが現状です。

今度は，その１兆7,000億円のお金がどういう

ところで使われているかという省庁別のシェアが

図２です。47.6％，約半分が文部省ということは

大学とその関係機関ということだろうと思います。

残りの半分が科学技術庁で，そのまた残りの半分

が通産省と，大体現在の予算の配分を示しており

ます。

次に，国際的に見て我が国の科学技術力という

のがどういう評価になっているかということが，

次の図３，表４～６に書いてあります。

まず図３ですが，昭和６２年度に，民間企業に対

して，「皆さんそれぞれの担当の分野で，アメリ

カと比較し，あるいはヨーロッパと比較してどち

らが優れていると思いますか」ということについ

てアンケート調査をした結果でして，（１）|_|米比較

で御覧いただきますと，左の方が大きいのは米閣

が優れている，日本が優れているのは右の方に沸

いてございまして，物質。材料。エレクトロニク

ス，ライフサイエンス，そういった新しい分叫で

はいずれもアメリカの方が優れていると皆さん認

その他2.8％

農

防衛

図２昭和６３年度科学技術関係予算省庁別シェア

識しておられるということです。ただ，４１擁加工

技術については|｣本の方がアメリカよりはるかに

‘優れている，こういう認識だということでござい

ます。

ただ，ｋの方に,'#いてございますが，例外がご

ざいまして，エレクトロニクス分野でも光エレク

EAJIllf()rlnali()ｎＮ().3／1989年ｌＨ７
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昭和62年度に科学技術庁が実施した「民間企業の研究活動に関する調査。の結果をもとに、企業が評価

した分野別研究開発能力を欧米と比較してみると以下のとおり。

○「物質・材料」分卿………………米＞日寿欧

○「エレクトロニクス」分鮮………米＞日＞欧（但し，光エレクトロニクスは日本優位）

○「ライフサイエンス」分獅………米＞欧＞日

○ｒ生産・加工」分野………………日＞米＞欧（但し，コンピュータソフトウェアは米国優‘位）

(2)日欧比較

(1)日米比較

米国が優れている 日本が優れている

I:１本が優れている

鍵
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図３国際的にみた我が国の科学技術カー分野別研究開発能力の国際比較
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表４科学技術水準の|･lfl際比較（10点満点）

康
凸
》
．
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ヨーロツパ

フランス｜イギリス
項 日本闇 アメリカ

西ドイツ

総合的技術開発能力*！

（1980年代前半）
４．３ 10 ３．２ 1．６ 1.6

一
雑
分
野
別
科
学
技
術
力

科
学
技
術
の
水

コンピュータ ７ １０ ４

バイオテクノロジー
価
ｐ

Ｐ、

ノーベル賞受賞者数

（自然科学部門）

新 材 料
価
０ § ６

光エレクトロニクス 1０ § ６

準

23人
F謬・

5人 142人 54人 63人

注）＊１：昭和62年版科学技術白書より，＊２：米「フォーチュン」誌の調査（昭和61年）による。

トロニクスについては日本の方がアメリカより優

れている。生産・加工分野については日本は非常

に優れているが，コンピュータソフトウェアにつ

いてはアメリカの方が優れている，こういう皆さ

んの認識だというアンケート調査の結果でござい

ました。

(2)日欧比較を見ますと，物質｡材料はほぼ同じ，

日本がやや優れている。エレクトロニクスは日本

が優れている。ライフサイエンスはヨーロッパの

方が優れている。生産・加工技術は格段に日本の

方が優れている。皆さんこういう認識をしておら

れるという一つの調査結果です。

表４は「科･学技術水準の国際比較」です。一番

上の総合的技術開発能力，これは1980年代前半

での比較ですが，これは科学技術白書で調査した

ものです。アメリカを１０としますと日本は4.3，

西ドイツ，ヨーロッパよりは日本が上であり，ア

メリカよりは開発能力としてはかなり遅れている，

こういう認識です。その下の分野別の科学技術ﾉJ，

これはアメリカの雑誌「フォーチュン」が調査し

たものです。日米欧の比較をいたしますと，コン

ピュータ，バイオテクノロジー，新材料，光エレ

クトロニクスにつきまして，光エレクトロニクス

を除きますとアメリカが優れており，Ｈ本はアメ

リカよりやや遅れ，ヨーロッパよりは上だ，とい

う評価になっております。

一方，よく言われるノーベル賞の受蛍者数です

が，日本は５人と非常に少ない。戦前戦後と分け

て考えてみますと，アメリカは１４２人のうち132人

は戦後の受賞である，西ドイツは５４人のうち戦後

の受蛍は１８人である。そういうことを考えますと，

日本もこれから基礎研究を強化していけば，こう

いうものについてもかなり変わっていくのではな

いかと期待をいたしておる次第です。

それから，表５は世界の論文の掲載数の国際比

較，表６は被引用数比率の推移です。前者は「６２

年度の科学技術白書より」と書いてありますが，

内容は文部省の学術情報センターで調査されたも

のを引用させていただきました。最近の主要学術

雑誌への|~1本の論文の掲載数というものはかなり

のレベルになってきている。米圃に次いで２位か，

あるいは米1K|，ソ連に次いで理学・［学・医学等

のほとんどの先端技術分野において２位，３位に

なっている，という状況です。

また，表６の:被I川Ⅱ論文数の比率を見ますと，

ｎ本の柵の一癖下にありますように，１９８２年度の

段階でちょっと１１｢いデータですが，まだ2.5％と低

いわけですが，５筒ｲ１判にこれだけ増えていると



ソ連（４）

西独（５）

西独（５）

英国（６）

英国（５）

英国（５）

英国（４）

英国（４）

Z夏(5)
英国（４）

西独（６）

表５世界の主要学術雑誌の掲載論文数の国際比較（昭和62年版科学技術白書より）

2,66

1.66

1.20

1.16

1.19

1.91

1.33

1.2０

１．７２

２．１３

１．７６

データーベースに収録された論文数の各順位
()内は,データベース収録論文総数に当該国の論文数が占める割合(%）

データベース

に収録された

全論文数の１０

年間増加割合

１０年間

増加割合
（日本）

データーベース

調査対象研究分野 日本
1976年

1985年

,位

５（６）

４（６）

４（４）

１．位

米国(28）

米国(28）

米国(31）

２位

ソ連(11）

日本(10）

英国（７）

３位

日本（９）

英国（６）

日本（６）

４，位

西独（７）

西独（６）

西独(５）

５位

英国（６）

ソ連（４）

ｶﾅグ(３）

倍 ,倍INSPEC(理工学）

物理学

電気。電子工学

コンピュータ

1．９７

２．６７

２．５３

1．４４

１．４０

１．７９

西独（５）

英国（６）

ソ連（６）

Z貢(4)
西独（５）

ＣhemicalAbstracts

（化学）

製薬化学

生化学

農芸化学

有機化学

高分子化学

化学工業

工業化学

冶金・金属学

物理化学

エネルギー

物性論

３（９）

３（９）

３（９）

３（11）

３（１３）

３(11）

３(13）
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ＣＯＭＰＥＮＤＥＸ

（工学）

土木・環境工学

金属・資源工学

機械工学

化学・農業工学

農業・管理工学

注）各国別の論文数は，論文の（第一･）著者の所属機関の所在国により区分。

資料：昭和62年度に，学術情報センターの調査グループが実施した「学術研究論文数の国際比較調査」より作成。
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1977

表６主要国別の雑誌論文の被引用数比率の推移（昭和62年版科学技術白書より）
(単位：％）

0.8

著者国別

三iﾐ、

著者国別

三iﾐ、

被引用

論文総数
（件）

日本 アメリカ 西ドイツ イギリスフランス分野分野

1977 1．０ 2０．０ ２．７ ５．４ 3.2 ４１１

４２０

１９，８５７

２４，７７１

９，４４０

１１，９９４

５，１１６

６，５１１

３，５６９

５，９３２

５，９７１

６，６８２

１，４６１

２，６３８

２，８９４

３，９７３
－

４８，７１９

６２，９２１

数
些
手

1982 0.2 3６．４ ５．５ ４．３ ２．６

1977 1.8 4３．６ 3.9 ４．７ ３.Ｃ

物理学
1９８２ 3.0 3６．０ 7.4 7.0 ３．１

1977 ２．５ 3０．４ ３．５ 3.2 ３．］

化 学
1982 ３．６ 3６．５ ５．６ 5.9 2.5

1977 １．４ 2９．３ 4.0 ２．７ 6.7

生物科学
1982 0.9 4１．１ ５．６ ４．３ 7.3

僻Ｑ
４■

４．４ ４．１

3２．９ 2.4 3.8 ６．１

地球･宇開科学
1982 ２．０ 4２．９

－

３０．９

3.9 ６．０ 6.1

1977 0.5 １．４ 1.9 1８．３

医 学
1982 1.3 3６．７ 1.9 ２．６ 1８．９

1977 0.9 ３２．８
－

4２．１

1.4 １．７ ３．２

工 学
１９８２ ２．２

1977 1.6

4.3

1977 1.6 ２９.］ 1.8 2.3 ４．２

農 学
1982 2.0 班

一
一
鋤
一
恥

“
一
一
池

3.3 ４．５

５．５5.6

3.6 ５．６

総 計
1982 2.5 ５．６

3．科学技術政策上の主要動向
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注）米国ＳＣＩ（ScienceCitationIndex）のデータベースの中から分類。詳細は下記資料参照。
資料：科学技術庁委託調査「科学技術情報の国際的流通のあり方に関する調査」（昭和59年３月）より作成。

Ｆ、

いうことで，かなり日本が急激にこういった而で

伸びていることが数字的にも言えるのではないか

と思っております。

し，諸外国は私どもに十分な時間を与えてくれな

い，というのが私どもの今の実感です。特に米国

を中心とする先進諸国との間におきましては，貿

易摩擦も絡み大変厳しい対･応を迫られているとい

うことです。

現在ここに国際問題として次の五つの課題

①日米科学技術協力協定

②新日米原子力協力協定

③核物質防護条約

④宇宙ステーション協力

⑤ヒューマン・フロンティア・サイエンス・

プログラム

がありますが，これも今年の初めから私どもが重

要課題として取り組んでいるものです。いろいろ

科学技術政策上の主要動向につきましては，時

間の関係もありまして，国際問題に重点を置いて

ご説明を申し上げます。

私ども，当面の科学技術政策上の重要課題は国

際対応であると考えておりまして，先進国・開発

途上国との協力，あるいは国内研究体制の国際化

といった問題についていろいろ努力を続けてきて

いるところですが’その成果が上がるのにはこう

いうものは非常に時間のかかるものである。しか



ありますが，特にこのLl-1で①日米科学技術協力協

定と⑤ヒューマン。フロンティア。サイエンス．

プログラムについてご説明を少しさせていただき

たいと思います。

科学技術協力協定は昭和55年に締結されたもの

ですが，エネルギー分野を除く科学技術協力のた

めのものでして，これがたまたま期限が切れたの

ですが，この協定は大統領と総理の間で署名をし

たという経緯がございまして，そこにアメリカが

着目しまして，日米の間の科学技術協力の基本の

枠組みをここで決めたい，と言ってきたわけです。

これはそれ自身悪いことではないのですが，いろ

いろ今決めかねる点もあるわけでして，特にアメ

リカ側の考え方は，「従来，科学技術に関する協

力はどちらかといえば日本が遅れていたので援助

的な色彩になっているけれども，日本もこれだけ

になったのだから，そこは対等に協力をするよう

にしたい」ということで，そこまでは異議がない

わけですが，その考え方の裏には，「従来，日本

は基礎研究の成果を持って行って産業化している」

いわゆる“基礎研究ダダ乗り論”とか，「アメリ

カのＮＩＨ（NationallnstituteofHealth）には

日本人の研究者が300人もいるが，日本にはアメ

リカの研究者は来ていない，これがアンバランス

である。それでアメリカは一方的に不利益を得て

いる」といったような，我々も必ずしも納得でき

ないような意見が非常に強く出てきたわけです。

それで，半年間にわたり協議を行いました。この

間，私のところへおいでになった方が，「アメリ

カに行ってみたら，アメリカの研究者も，あるい

は研究開発を担当する役所も，誰も今の状況に不

満をもっていないよ」，こういうことをおっしゃ

いますが，そういうことではなくて，科学技術の

問題が研究者とか，我々科学技術をやっている仲

間だけの問題では処理できなくなってきたという

ことが，一つの新しい展開ではないかと思ってお

ります。

ＯＥＣＤの政策委員会等でもいろいろご議論いた

だきまして，私どもとしては，アメリカ側は世界

をリードするために自分の意見を国際的に展開す

るために，この協定で先取りをしたいという意図

もあったようですが，結論としては，６月中にも

1２

署名するようになりました。内容的には，従来私

どもが考えていた内容を一応確保することができ

ました。

この交渉を通じて感じましたことは，両国のい

ろいろなレベルでお互いの相互理解が非常に重要

だということが特に感じられたわけです。工学ア

カデミーも先端技術に関する京都会議の結果を踏

まえて設立されたと伺っておりますが，今後のそ

ういった面でのご活躍に非常に期待しています。

また，私ども，日米間で確かに日本も改めなけ

ればいけないし，努力しなければいけないところ

もたくさんあります。そういう点につきましては

積極的に対応していこうと考えております。その

具体化の一つとして外国人研究者を積極的に受け

入れるために，今年，科学技術庁，文部省それぞ

れ100人ずつの研究者を受け入れる予算を計上し

ました。日本としては，外国人研究者を受け入れ

ると宿舎をはじめとしていろいろ考えてあげない

といけないので，そういう面での準備も進めてい

ます。

ヒューマン°フロンティア・サイエンス・プロ

グラムは日本が提唱いたしまして，生体機能の解

明という基礎研究を国際的に協力してやろうでは

ないかと提案しました。昨年のベネチアのサミッ

トで，日本が中心となってフィージピリティ・ス

タディをやることを歓迎するということが経済宣

言に磯り込まれまして，私ども，各国から推薦し

ていただいた各国のトップレベルの先生方にお集

まりいただき検討いたし，その事業の内容，研究

領域等をフイージビリテイ・スタディの報告書と

してとりまとめていただきました。このヒューマ

ン・フロンティア・サイエンス・プログラムを進

めるに当たりましても，最初のころは疑心暗鬼で

して，ヨーロッパ諸国では「自分たちの方が進ん

でいるこういった基礎研究の分野で，また日本は

うまいことをして何か結果をとろうとしているの

ではないか」という考え方もありましたし，アメ

リカでは「既にこの分野は自分たちはたくさんの

金を投入して研究しているのだから，日本は東南

アジアの風土病とか，そういった研究の分担をし

たらどうか」，そういったような議論もいろいろ

ありました。私どもも各国の理解をいただくのに

毎司

'‐､Ｉ



いろいろ苦労しましたが，関係者の大変なご努力

によりまして，フィージビリティ・スタディの作

業も，各国の専門家のご支援の下にまとめること

ができました。何とかこれを次のサミットに提出

して，具体化していくのが私どもの責務ではない

かと考えております。

最後に科学技術政策研究所についてご披露いた

します。一言で申しますと，科学技術庁の中に科

学技術政策について研究をする研究所を設立しま

して，関係の大学，民間等の研究機関，あるいは

関係省庁の実際に行政を担当している方，そうい

う方がここの所員となり，あるいは客員研究員と

して科学技術政策について調査研究を進めていた

だき，科学技術会議あるいは関係省庁が科学技術

についての施策を進めるための墓礎的なデータを

提供していただくのが目的です。これも関係の皆

様方の大変なご協力によりまして，７Ｈ１Ｈに何

とか発足することになりました。新しい機関でし

て，失敗もあるかもしれませんし，試行錯誤もあ

るかもしれませんが，ひとつ立派な研究所に仕上

げていきたいと思っています。工学アカデミーの

皆様方にもよろしくご支援をお願い申し上げます。

以上，大変雑駁でございましたけれども，私ど

も科学技術政策に関しまして間淵雌しiしている者

の立場からお話し申し上げました。工学アカデミー

の皆様方にはちょっと釈迦に説法のような話でご

ざいましたけれども，ご清聴どうもありがとうご

ざいました。

て，問題意識を二，三申し上げたいと思います。

先ほどご紹介のありましたように，臨時行政調

査会の結果として科学技術界の強化ということを

申されました。これを比較しますれば，アメリカ

大統領府の行政機関における科学技術行政という

ように考えてみますと，我々アカデミーがもっと

こういう国政に対して協力することが必要だと思

います。

それから，産・学。官の連携，促進ということ

を土光臨調以来やっておりますが，私どもが産業

という立場で見ますと，産業界。学界・官という

形の枠でして，アメリカのように産。学。官の科

学技術者が連帯をもった個人としてのアカデミー

の活動というものがもう少し行政機関に，お話そ

の他のいろいろな形をとるのが本当ではないかと

かねがね思っております。

こういうように考えますと，かつてアメリカの

アカデミーでも，これは猪瀬先生がよくおっしゃ

るのですが，いわゆるレーガンの“コールド・

ウォー”，レーガン大統領初期はソ連を“悪の帝

国”と言った時代でも，米ソの科学技術者は個人

の良心と義務に従ってその交流を続けたというア

カデミーの歴史があります。

残念ながら，我々のアカデミーは今スタートし

たばかりですが，そういう気持ちで結束した形の

発足をしておりますので，ぜひ内田次官も何らか

の形で，こういう状況だという情報を流していた

だきまして，個人的なそういう力，皆さん方の見

識というのを何とか国政でも利用しよう，国民の

ために役立てようという形で，お互いに協力でき

れば大変ありがたいと思います。大変借越ですが，

ちょっとコメントさせていただきました。

「鐸
肺
忙

Ｆ可

司会（内田盛也理事）

工学アカデミーという立場から，今，内田次官

がお話しになった科学技術行政全体の問題につい

EAJInformationNo､3／１９８９年１月１３
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２．科学技術行政の現状につぃで
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ただいま全般的な科学技術政策について内田科

学技術事務次官の方から詳細なご説明がございま

したが，私は，通産省なりのいろいろ具体的な施

策を中心に少しお話を申し上げたいと考えており

ます。お手元の資料の中に，私どものパンフレッ

トが入っているかと思いますが，これはまたお時

間のあるとき，ご必要なときにでも御覧いただけ

ればと思います。

工業技術院は昭和２３年８月１日に，工業技術

庁として設置されまして，本年の８月１日で満４０

周年を迎えることになっております。時節柄，特

段の行事を行うわけではありませんが，後ほど申

し上げます出版物等，今，若干の準備をしており

ますので，また別途お話しをする機会があろうか

と存じます。

現在，傘下に１６の研究所がありまして，それぞ

れの研究所でそれぞれの分野について研究を行う

とともに，特に戦後の時期に大きな役割を果たし

ました試験研究補助金の制度，昭和４１年からス

タートしました大型プロジェクトの技術開発制度

等を通じまして，我が国の産業技術の発展にいさ

さかなりとも貢献してきたと間負している次第で

ございます。

それでは，お手元の，緑色の「昭和６３年度l:業

工業技術院長飯塚幸

『…~…~…~~…一~~~~~~~~~~~~~~~~~…~~~~.~~~~~~~…~…~……~~~..…~~~~Ⅲ

ＩＨ召和６年（1931)６月１日生まれ

｜昭和28年３月東京大学工学部応用物理学科卒業Ⅲ
直ちにX:業技術院計型研究所に入’

所

｜昭和51年９月工業技術院計拡研究所第三部長

｜昭和58年４月工業技術院計戴研究所所長
｜昭和61年６月工業技術院長，現在に至る。

国際度埜衡委員(昭和６１年２月か

ら）

技術院の霞点政策」に沿ってお話を申し上げたい

と思います。併せて，ゼロックスの「科学技術行

政の現状について」ですが，このタイトルは，本

日の講演会のタイトルですので，私自身がお話し

するタイトルにしてはちょっと広いのですが，こ

れも．併せて若・－１二.使わせていただきたいと思います。

「昭和６３年度工業技術院の重点政策」の３ペー

ジを御覧いただきますと，本年度の工業技術院の

新規施策一覧がございます。大体この重点に沿っ

てお話し巾しｋげたいと思います。

1．産業技術研究開発推進体制の整備

先ほどからもお話がございましたように，日米

間のいろいろな技術摩擦と言われるような意味で

の緊張関係の下で，私ども通産省といたしまして

は，今後の技術開発において，やはり創造的な基

礎研究を行うとともに，独創的な技術を日本独自

の発想によって，今後大いに開発していかなけれ

ばならない，それが第１点です。併せて国際的な

視点，特にＩＨＩ際協調をできるだけ凶りながらそれ

を進めていくのが第２点です。この二つの柱を軸

に，私どもいろいろな政策をこれまでに考えてき

ております。
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(1)研究基盤施設整備事業の推進

さて，基礎的な，あるいは創造的な研究開発を

行う上で，日本の研究開発のためのインフラスト

ラクチャーが必ずしも十分ではないのではないか

という反省がまず一つあります。これはもちろん

人材，あるいは研究所の施設とかいう問題があり

ますけれども，その中でも特に，高度な研究施設

あるいは大型の研究施設については，まだまだ不

十分な点が多いのではないか，という感じがしま

す。こういう点において民間の研究開発のご担当

の方々に伺いますと，そういうものはぜひ国で用

意してほしいというようなことをおっしゃられる

わけですが，国立の研究所の中でそういう施設を

用意いたしましても，これを民間の方々に広く共

用していただくことは，なかなか難しい点があり

ます。後ほどまた申し上げますが，まず第１には，

現在の行革審の時代に，私どもの研究所の職員は

非常に減っております。とにかく５箇年ごとに５％

ぐらい減っております。本来，むだな人員という

のは研:究所の中にはいないわけですが，それにし

ても研究者をサポートするというか，高度な研究

施設をお守りするというような研究者を用意して

おくことが非常に難しくなっております。それか

ら，国の施設を広く一般の民間の研究開発の方に

使っていただく制度があることはあるのですが，

もともとそのような業務を主としてやっていくと

いう体制にありませんし，また，会計法上のいろ

いろな制約もあります。

そういうことを考えまして，研究基盤施設の整

備，特に民間における研究開発の必要な施設を広

く公開し共用に資するという施設を'作ってみたら

どうだろうか。これは第三セクター方式で，いわ

ゆるはやりの民活ですが，そういうことを考えて

行なった方がより効果的なことになるのではない

かということ。ご承知のように，たまたまＮＴＴ株

の売却費を使いました無利子融資の制度が使える

可能性もあるということで，私どもそれを研究基

盤施設整備事業として行ったらどうかということ

で，４ページ，５ページに書いてありますような

制度を考えたわけでございます。

これにつきまして，結果的に，現在，エネルギー

開発を担当しております新エネルギー総合開発機

1６

橘（NEDO）にこの事業を行ってもらうことにし

まして，本年１０月１日から法律が施行になります

ので，それに伴いまして名称も，「新エネルギー。

産業技術総合開発機構」と改めて，この整備事業

を行ってまいります。これは俗称「新NEDO」と

申しておりますが，１０月１日以降，ＮＥＤＯが第三

セクターに出資いたしまして，それが研究基盤整

備会社ということで，高度な研究施設を作ります。

具体的な例としては，地下無重力環境実験セン

ター，鉱工業海洋生物利用技術研究センター，イ

オンT:学センターの三つを当而育てることにして

おります。このそれぞれについて整備会社を作り

整備を行い，それを広くユーザーに共用するとい

う考え方です。もちろん，これらは単年度で出来

上がるものではありませんので，２年度あるいは

３年度にわたって作っていく，ということでござ

います。

(2)研究開発事業の推進

もう一つは，私どもがこれまで行なってまいり

ました次世代産業基盤技術研究開発，あるいは大

型工業技術研究開発，これらはいわゆる大プロで

すが，その他に，やや小粒ですが，医療福祉機器

技術研究開発，この三つの委託開発事業がありま

す。これらはこれまで工業技術院が直接民間企業

に委託しておりましたが，今後，この委託開発の

部分について新ＮＥＤＯを経由して，新ＮＥＤＯの

事業として行うように制度を改めさせていただく

ことにしました。そのメリットは，国の予算で直

接行いますと，プロジェクトごとの仕切りが非常

に厳しい，年度ごとの仕切りも大変厳しいわけで

すが，これからは，ＮＥＤＯに出資という形で事業

を一体的にやっていただくことによりまして，い

くらか緩くなるのではないか，それによって資金

の有効利用が図られるのではないかと思います。

これは，投資的経費という扱いになりますから，

もしもマイナス１０％シーリングというようなこと

がまた今年も決まるといたしますと，そういうも

のから若干逃れやすくなるという裏の理由もある

わけです。いずれにしましても，これまでエネル

ギー開発につきましては，ＮＥＤＯが委託部分を請

け負っていたわけですが，それと合わせましてこ

れらの私どものプロジェクトについても，今後，

御輿覇

弄詞、
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ＮＥＤＯを経由して委託していくということにした

わけです。

もう一つの大きな理由は，先ほど申しました研

究基盤施設整備事業とこのプロジェクトの委託部

分の両方を，同じ機構すなわちＮＥＤＯが行うこと

によりまして，相互にお互いに利用できるとI:|:Iし

ますか，例えば，プロジェクトの方が出来上がっ

た装置などについて，広く共用して官民を問わず

皆様方が使いたいという場合には，ＮＥＤＯ自身，

あるいは出資会社がその成果を引き取って共用に

供するというようなこともやりやすくなるわけで

すし，また，先ほど申しました研究基盤施設整備

事業で用意しました研究基盤施設を私どものプロ

ジェクトに利用していくということもできます。

そういう意味で両々あいまって，今まで以上に研

究開発の力が，限られた予算の下で一層力強く推

進していくことができるのではないかという考え

方です。

(3)国際研究協力事業の推進

なお併せまして，５ページの３にあります国際

研究協力事業も，この新ＮＥＤＯで行なってもらう

ことにしております。これは先ほど内田次官から

お話しのありましたヒューマン・フロンティア・

サイエンス・プログラムと若干関係しております

が，生体及び物性機能分野で国際共同研究チーム

の研究費の助成しようということでございまして，

グラントという形でリーダーの方に一括して研究

費を差し上げ，その方の采配で自由な使い方をし

ていただくということでございます。これは私ど

ものような純粋な国家機関がそういう助成金を出

すことは不可能ですが，これも新ＮＥＤＯという特

殊法人を経由することによって可能になるという

ことで，今後，国際的な貢献，特に基礎研究分野

での国際的貢献ということで，この研究助成を大

いに利用してもらおうと思います。

本年度につきましては，それほど大きな予算で

はありませんが，全部で３億円で，そのうち１億

7,000万円を生体分野に，１億3,000万円を物性

分野，材料分野の国際共同研究に使うことを予定

しております。

これが私どもの今年度の，新しい大きな政策の

目玉でして，これより従来の工業技術院とは一味

違ったいろいろな顎業の展開ができるのではない

かと考えております。

2．超電導技術研究開発の積極的な推進

次に，超伝導に関する研究開発ですが，これは

６ページから書いてございますけれども，この重

要性につきましては今さら申し上げるまでもなく

釈迦に説法ですので，省略させていただきますが，

私どもとしましては超電導発電関連機器技術につ

きまして，かねてからフィージビリティー・スタ

ディーを行なっていたところです。これは昭和６０

年度と６１年度の２年間にわたり，超電導発電機器

を将来大きくプロジェクトにしようと準備してい

たところですが，そこにもってきましてご承知の

高温超電導，酸化物系の超電導材料の発見があり

まして，そういう点でこのプロジェクトも一層加

速する必要があることと，材料の対象としてフィー

ジビリティー・スタディーのスタート当初は金属

系の超電導線を考えていたわけですが，酸化物系

も含めて検討しようと，現在，進めているところ

です。

超電導関係の私どもの研究開発予算は，７ペー

ジにありますように総額約３４億円ですが，そのう

ち１６億円余りが超電導電力応用技術で，超電導

発篭等の開発研究です。この中には，実は材料の

探索，あるいは酸化物系材料の探索，加工の問題

も若干入っておりますが，さらに広く高温超電導

材料，あるいは望むらくは常温超電導材料の探索，

あるいは加工技術の開発ということで，次世代産

業基盤技術研究開発の中で約７億円弱を考えてお

ります。また，素子の開発につきましても３億

8,()()0万円ばかりを考えております。それやこれや

で全部で34億円というのが超電導関係の今年度の

予算です。

併せまして，この中にもご協力をいただいてい

る方がたくさんいらっしゃいますが，民間におけ

る超電導技術の開発の促進ということ，あるいは

この分野で国際交流を行いながら進めていく必要

性があるということで，民間の方々の非常に高い

熱意によりまして，財団法人の国際超電導産業技

術研究センターができたわけです。これには現在

まで約100社の会員会社の方々に入っていただい

EAJInfol･mationN().3／１９８９年１月１７
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ており，そのうち４５社の方々は，そのセンターに

設置されます超電導工学研究所の会員にもなられ

るということです。超電導工学研究所の所長は，

皆様ご承知の，先頃，東京大学を退官されました

田中昭二先生にお願いしております。その他各社

から１～２名の研究員をお送りになられて，共同

研究をスタートさせました。これは主として共通

問題，あるいは基礎的な分野における共同研究に

なろうかと思いますが，現在，建物の建設等を始

めようとしております。また，名古屋のファイン

セラミックス・センターにはその分室を設けるこ

とになっております。分室の方が一足先に発足す

るようでして，７月１日と伺っておりますが，本

家の方は秋になるのではないかと思いますが，民

間にそういう動きがあるということを，参考まで

に申し上げました。

今，申しましたものも国際研究･協力ですが，その

他，国際特定共同研究事業を，私どもはかねてか

ら進めております。６３年度からは，６２年度からの

継続４テーマの他に，新たに電総研とアメリカの

ＮＢＳ（ナショナル・ビューロー｡オブ｡スタンダー

ズ）との間で超篭導分野の研究をすることになっ

ております。

これにつきまして，補足資料（表１）を御覧い

ただきたいと思います。これまでの４テーマと，

今回新たに開始いたします新テーマの五つが書い

てあります。相手は今のところフランス，西ドイ

ツ，ベルギー，米国の４箇国ですが，研究者がお

互いに往き来しておりまして，これの予算として

は短期間の２箇月とかそのぐらいの長さですが，

向こうからもこちらに来ておりますし，こちらも

向こうに行っているということで，共同研究の実

が大変上がっている躯業です。

研究者の招聴につきましては科学技術庁の内田

次官の方からもお話がございましたし，また後ほ

ど，文部省の植木局長からもお話があると思いま

すが，科技庁，文部省の両方で100人ずつという

かなり大勢の研究者を招聴しようということになっ

ておられるようです。私どもも科学技術庁でご用

意いただく制度については，一つの参加省庁とし

て利用させていただく予定にしておりますが，併

せまして，特に先進国との通産省の国際研究交流

事業ということで，人数は１０名で大変少いのです

が，私どもの試験研究機関に招鳴する予算を計上

しております。

また，米国のＮＳＦ（ナショナル・サイエンス・

ファウンデーション）からは３０名の研究者を，私

どもの試験研究所に送りたいという申し入れを受

けておりまして，現在，受入れ規定の詰めを行なっ

ております。これは経蟹の方はＮＳＦの方が持つわ

けですが，今，受入れ準備を進めております。そ

れらの制度を使いまして，国際交流を一層活発に

してまいりたいと考えております。

『
‐

５．国における技術開発の推進

3．生体機能の解明に関する研究の推進

次に，８ページにまいりまして，生体機能の解

明に関する研究の推進です。これは先ほどから話

が出ておりますヒューマン・フロンティア・サイ

エンス･プログラムをサポートするものです。ヒュー

マン。フロンティア。サイエンス。プログラム自

体は国際的な仕組みで改めて行うわけですが，そ

のうち工業技術院としてとりあえずそういうモデ

ルみたいな研究チームを助成してみようというこ

とで，先ほど申しましたＮＥＤＯを通じての助成制

度を設けたわけです。また同時に，私どもの研究

所の中でも，特に生体分野については指定研究と

いうことで，強力に国際共同研究をやって恥ずか

しくないような実力を十分自分たちもつけておこ

うということで，今年から開始することになって

おります。

内容としては，生体の知覚･認知，運動･行動。

制御，あるいは記憶・学習，遺伝情報発現機能，

形態形成，分子認識｡応答，エネルギー変換等々，

まさにヒューマン・フロンティア･サイエンス・

プログラムの中でうたわれている研究分野そのも

のです。

4．国際研究協力の強化

10ページにまいりまして，国際研究協力ですが，

表２，３に，私どものこれまでの委託研究開発制

度による成果，それから私どもの研究所における

主な成果がまとめてあります。これは本当に主な

1層
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表１昭和６３年度国際特定共同研究事業一覧

研究テーマ

アニオンドープ石英ガラ

スの合成法とその構造欠

陥の解明に関する研究

高安定レーザを用いた超

高感度センシング技術に

関する研究

耐熱性炭素一セラミック

ス複合材料の開発とその

高温特性に関する研究

実施

研究所

電総研

計馳研

九工試

相手国相手機関

フ ラ ン ス

サクレー原子核研究所

西ドイツ

物理工学研究所

西ドイツ

航空宇宙研究所

研究期間

６０～６４

(５年間）

継続

１０～６４

(５年間）

継続

６１～６４

(４年間）

継続

研究概製

オプティカルマイクロガ

スセンサに関する研究
大工試

ベルギー

ルーヴァンカトリック大学

６２～６５

(４年間）

継続

半導体用絶縁薄膜等に利用される石英ガラ

スの描造欠陥を補うため，ふっ素などのア

ニオン(陰イオン)を混合(ドープ)する技術
を開発し，石英ガラスの尚性能化を行う。

波長の安定度が高いレーザ光を利用して，

原子・分子内部のエネルギー状態を商分解

能，高感度に分析する技術を開発し，先端
技術及び堂子計M;標準の発展に演する。

従来の炭素材料に比べ尚強度で耐熱衝喋

性，熱疲労等の高温特性の優れた炭素一セ

ラミックス複合材料を開発する。

光を用いてガス濃度を検出し，検出信号を

光‘信号のまま伝送するための光学的ガス検

出素子の開発を行い，防爆性，耐雑音性に

すぐれた信頼性の高い小型ガスセンサーを

開発する。

新超電導体を精密に評価し，高品位新超電

導体の研究開発を行いつつ，これを用いた

高性能交流ジョセフソン素子及びSQUID

素子等の精密計測用デバイスの研究開発を

進める。

新超電導体の精密評価と

これによる精密計測用デ

バイスの開発に関する研

究

電総研
アメリカ

商務省国立標準局

６３～６７

(５年間）

新規

表２工業技術院の委託研究開発制度の主要な成果例

昭和４０年代

昭和５０年代

成 果 例

○超高性能電子計算機(電子技術総合研究
所，大型プロジェクト）

○民生用ソーラーシステム(サンシャイン

計画）

o海水淡水化プラント(化学技術研究所,大
型プロジェクト）

○資源再生利用プラント(化学技術研究所，
北海道工業開発試験所,公害資源研究所，
大型プロジェクト）

○パターン情報処理システム(電子技術総

合研究所，大型プロジェクト）

○廃熱利用技術システム(ムーンライト計
画）

○地熱資源有望地域地図(サンシャイン計
画）

○自動車総合管制システム(機械技術研究
所，大型プロジェクト）

○航空機用ジェットエンジン(大型プロ
ジェクト）

○光応用計測制御システム(大型プロジェ

クト）

備 考

欧米水準に十分対抗できる電子計算機が開発されている。

近年，一般家庭に急速に普及している。

伊方原子力発電所(四国)，家島(瀬戸内海)等において，実用

化されている。また，中近東向けにも輸出されている。

市原市(千葉県)，小諸市(長野県)，芸西村(高知県)等の地方
自治体において利用されている。

文字認識，図形認誠，物‘体認識，音声認識等のパターン情報
処理技術分野において世界妓高水準の成果を挙げた。

吸引式ヒートポンプやヒートパイプ等が輸出も含め各種工場

等で稼動中。急速なペースで実用化が進んでいる。

レーダー映像法，キューリー点深度法等の空I|'調査法を駆使
して，初めて，全国規模の地熱資源有望地域図を完成した。

京葉道路等で実用化されているほか，管制技術全般の技術水

準の向上に大きく貢献した。
成果は警察庁，建設省に引き継がれ，実用化に向けて研究が

進められている。

開発されたエンジンが,科学技術庁で開発中のSTOL(短距離

離着陸機)に搭戦されるほか，５箇国共同ジェットエンジン開

発が開始されるきっかけを作る等国内の技術水準の向上に大

きく貢献した。

光を用い計測，伝送，処理，制御と多方面にわたる技術につ

いて初めて複合的，総合的に研究開発。我が国がこの分野に
おいて世界を先導する立場に立つことに貢献した。

EAJInformati()、No.3／1989年］月１９



表３工業技術院の１６試験研究所の主要な成果例

、~～ 成 架 例

○透明導蝋膜(大阪l:業技術試験所）

○炭素繊維（ノノ

○液圧バルジ加工(名古屋工業技術試験所）

鵬和40年代･墨纏E1iI鰯:;繍繍性化糖の製
○メリビアーゼ酵素を用いたラフィノース
の分解法（〃）

ＯＩＣ･LSI製造用フォトレジスト(光感光性
樹脂)(繊維高分子材料研究所）

○光ファイバー(悩子技術総合研究所）

昭和５０年‘代

○瀬戸内海環境保全水埋模型(中国工業技
術試験所）

o油濁防止用オイルフェンス(化学技術研
究所）

○高分子ウイスカー(繊維高分子材料研究
所）

○ジョセフソン磁疋標準(電子技術総合研

究所）

Ｏピッチ系炭素繊維(九州工業技術試験所）

成果だけですので，ごくわずかですが，皆様に思

い起こしていただくために，ちょっとまとめたも

ので，ご参考までに持って参りました。

先ほど申しましたように，大型プロジェクト技

術開発制度は，昭和４１年にスタートし，その後，

エネルギーショックがありまして，昭和４９年から

新エネルギー開発（サンシャイン計画），５３年か

ら省エネルギー技術の研究開発（ムーンライト計

画），昭和56年から次世代産業基盤技術というふ

うに，当省としては大きなプロジェクトが次々と

出来上がってきました。

(1)次･世代産業基盤技術研究開発制度

緑色の資料にお戻りいただきまして，１２ページ

から，次世代の産業基盤技術研究開発制度のこと

が害いてございます。これは現在，総額約64億円

です。先ほど申しました超ｉＥ導関係のものもこの

中に入っております。

(2)大型工業技術研究開発制度

１４ページにまいりまして，いわゆる大プロ（大

型プロジェクト）です。現在行なっておりますの

は８テーマです。その詳細は時間の関係で省略さ

2０

備 考

航空機のガラスのコーティング，電卓，時計等の液晶表示板
の砥樋に用いられている。

ゴルフのブラックシャフト，機械要素等に用いられている。

素材管を部分的に冷間膨張成形する技術。

工業技術の技術輸出第１号。

甜菜糖に含まれるラフィノースを分解し，砂糖を回収する技
術。

ＩＣ・LSIの製造上必要不可欠なものである。

鰹蝿公社の通信IHI線，筑波研究所内のコンピュータ回線に利
用されている。

5,000トンの水を使用する内海水理;模型としては般大規模｡周

辺県の埋立地造成： 防波堤建設に際しての戦前調査に役立つ
てい る、

三重県,四国を中心として養殖漁場用に広く利用されている。

プラスチックウィスカーとして世界で初めて。 軽堂の複合材．

料用強化剤と して利用されている。

世界簸簡の粘度で任意の電圧を発生可能。電気計測の高精度
化に大きく寄与するものである。

安価なピッチ類を原料として高強度，商弾性率の炭素繊雑を
附発 した。

せていただきます。

大型プロジェクトについては６３年度135億

5,000万円ということです。１７ページに各プロジェ

クト別の予算が書いてあります。一つだけ付け加

えて申しますと，６３年度新規プロジェクトとして，

高機能化学製品等製造法（海洋生物活用）があり

ます。大変わかりにくい名前ですが，最近，いわ

ゆるマリンバイオテクノロジーと申しますが，海

洋生物を利用しましたバイオテクノロジーが非常

に注目を浴びておりますが，その分野における研

究開発をやってまいりたいということで，本年は

まず立ち上がりですので，ごくわずかな予算です

が，総額約150億円を９年間で，昭和７１年度ま

でかけてやってまいりたいと考えております。

内容といたしましては海洋IIJの猫築物を:被覆素

材等有用な物質によって覆うことにより，防錆機

能を蒲めるとかいろいろなことが考えられますが，

そういう生物資源を探索する，あるいは海洋生物

資源由来の細胞を育種したり，改良したり，培養

する技術を開発する。そういう有用物質を損なう

ことなく細胞を破砕して分割を行なう，そして有

一恵

律可Ｗ
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用物質を効率よく抽出，分離，精製する技術。そ

れから陸上の性能も併せて向上される。海洋の生

物の機能を利用して陸上の生物の機能を向上させ

るというような化学的な技術を開発するようなこ

とが考えられているわけです。その他，海洋の生

物のさまざまな生体機能を利用し，また応用する

ような技術についても進めてまいりたいと考えて

おります。

実は，先ほど申しました研究基盤整備事業の方

でも，海洋生物を活用しました研究センターの構

想が煮詰まっておりまして，これは鉱工業海洋生

物利用技術研究センターという長い名前ですが，

現在，今申しました大型プロジェクトを側面から

サポートする意味で，その分野の研究に広〈使え

るような共用施設を用意する。例えば，深海の環

境をそのまま保存して生物を保存する技術，ある

いは海洋生物の分析，細胞の培養というようなこ

とができるとさまざまな設備を用意しようと考え

ております。これらは大型プロジェクトの研究の

サポートにも使えると考えております。

(3)医療福祉機器研究技術開発制度

１８ページにまいりまして，これは全体が７億円

弱の大変小粒のプロジェクトですが，民間ではな

かなか行ない得ない医療機器あるいは棉祉機器の

開発を行なっております。今年座からは動脈内の

レーザー手術装置，これは環状動脈などにたまっ

ているコレストロールと申しましょうか，いわゆ

る血栓をレーザーによって手術する装ii1‘I}です。｜矢

療診断用立体システムと申しますのは，川:臓とか，

膨臓とか内部にある臓器の立体像をホログラフィー

の技術を使いまして，手術のため，あるいは診断

のために，わかりやすく見えるようにできる，立

体視で見ることができるような３次元立体像を作

成する装置の開発です。

(4)新エネルギー技術研究開発制度

２０ページにまいりまして，これにつきましては

特に新しい大きなプロジェクトはございません。

エネルギーについてはご案内のように，今，大変

緩和状況にありますが，引き続き着実に進めてま

いりたいと考えております。

(5)省エネルギー技術研究開発制度

２２ページにまいりまして，これは昨年度をもち

まして高効率ガスタービンの研究と，スターリン

グ・エンジンの研究という二つの大きなプロジェ

クトが終了いたしまして，今度新たにセラミック

ス・ガスタービンの研究と，先ほど申しました超

地導発電機等超電導電力応用技術の研究の二つが

スタートするところです。

6．地域技術開発の推進

２６ページにまいりまして，地域技術開発の推進

ということで，私ども昔からやっております大型

地域技術共同開発，俗称「地域大プロ」と言って

おりますが，現在，私どもの研究所があります各

地方，例えば巾国地方，四国地方等々すべて’

テーマずつ研究テーマを持つことにしまして，新

規としては，Ｌ|｣部では，「ニューセラミックス用

人工粘土の合成技術」，四国では「複合材料の再

利用システム技術」（これは実際には，複合材料，

ガラス線維，ＦＲＰなどを使ったモーターボートな

どを破砕し，その材料をまた再生して使うための

技術），九州では「石灰のファイン素材化点術」

を行います。以上のような新規テーマを進める予

定にしております。

7．工業技術院の機構改革

岐後に［業技術院自体の機描改革等について若

干お話をしたいと思います。

４５ページを御覧いただきたいと思います。ここ

には現在の工業技術院の概要が書いてございます。

先ほど申しましたように，１６の試験研究所の中で

約2,600人の研究者が働いております。

４６ページにまいりまして，現在の機構が書いて

ございます。現在，２人の技術審議官がおります

が，６３年度の７１１１日から，もう１人技術審議官

が増員されまして，今度は１人の技術審議官が国

際研究協ﾉJと，私どもの試験研究所における研究

業務をｌｌ１ｌ１１いたします。それから，いままでプロ

ジェクト担当ということで，エネルギー開発のｷ｢１

号L1審議'内と，大姻プロジェクトの担当審議官が

別々におりましたが，今後は，全部新ＮＥＤＯで行

なうことになりますので，これらを一括してプロ

ジェクト狐当の審議官を置くことにいたしました。

もう１人は，産業技術政策に関する企画・調査。
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実施等の業務を一貫調整する技術審議官を新たに

設けることにいたしました。

４７ページにまいりまして，２．でございますが，

技術企画課というものを新設いたしまして，その

審議官の下で技術開発の施策の企両立案等を行う

ことにしております。３．の研究調整官は，いまま

での産業公害研究調整官の振り替えで，広く研究

調整を行うものです。

４．がちょっと変わっているかと思いますが，地

域技術企画官というものを設けまして，先ほど申

しました各地域における試験研究所の活動，産。

学。官の地域における交流等を促進するための施

策を担当することにしたわけでございます。

その他，最後のページにありますように，研究

開発官の担当等がいくらか変わっておりますが，

併せまして１０月１日から，筑波にあります九つの

研究所のうち七つの研究所について全部で40の研

究部を再編成いたします。それから併せて地方に

あります三つの支所も再編成することにしており

ます。

以上のようなわけで，工業技術院としても現在

一つの曲がり角に達しているのではないかと思う

わけですし，今後ますます技術開発を一生懸命やっ

ていただきたいと思っておりますが，若干，泣き

言を申しますと，予算シーリングの下，また行政

改革による定員削減の下で，私どもの特に試験研

究所は苦しい状態にあることも事実です。この辺

につきましてはもう少し予算のシーリングそのも

のを考え直していただくと，大変ありがたいわけ

でして，工学アカデミーからまたいろいろな方面

に働きかけをしていただくことを大いに期待して

おります。

先ほど，内田事務次官からのお話にもございま

したが，日本の科学技術開発饗のうち，約半分が

これからのお話をなさいます植木局長の文部省だ

そうでして，その残りの半分が科学技術庁，更に

その残りのまた半分つまり８分の１が私どもとい

うことで，通産省の科学技術研究開発費は，懐が

狭うございます。財布が大変小さいわけでして，

小さい中で，民間活力活用とか何とか言いまして

も，民間の方のいろいろなご協力を得ながらやっ

ているわけでございます。私ども知恵がなかなか

２２

十分出ないわけですが，お膝元の研究所において

も，新しい時代を迎えまして，これからますます，

一層活発な研究交流が行なえることを願っており

ます。

8．産業技術白書

なお，一言だけ追加させていただきますと，最

初に申し上げましたが，工業技術院は40年という

節目でもございまして，正式な名前は未だ決まっ

ておりませんが，産業技術白書的なものを，私ど

もの技術調査課を中心に現在，省内の知恵を集め

まして作っております。これは現時点での産業技

術の水準とか，あるいは問題とか，そういうもの

を十分アナリシスをいたしまして，皆さんに現状

をご理解いただくというためのものです。出来上

がりましたらまた各方面にお配りして，御覧いた

だいて，いろいろご批判を賜りたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会（内田盛也理事）

今，院長がお話しになりましたことで，アカデ

ミー関係でちょっと申し上げますと，問題認識と

いたしまして，院長があっしやいましたように，

明治以来の欧米へのキャッチアップという形で，

工業技術院は大変なご貢献をなさいました。それ

が今，日本の大国化という現実を踏まえて大きく

制度改革をされようとしております。それは創造

性，国際性というものへの方針転換というものを

はっきり打ち出されたのだと，私ども認識する次

第でございます。

２番目に，アメリカのレーガンは1985年に「科

学技術は国力である」という方針をはっきり決め

まして，それを防衛政策その他あらゆる面で出し

ております。これが基本問題であり，国際通商の

問題です。それの基本が産業技術政策ですが，そ

の産業技術的な政策体系の一つの事務機構を今お

作りになっていらっしゃるということで，そうい

う意味で非常に期待いたしております。工学アカ

デミーも，ぜひとも院長のそういう大きな体制変

革にご協力申し上げ，内田事務次官にもお願いし

ましたような，何らかの形で，日本の行く道を産

業技術を土台にするということをご一緒にやらせ

に句

ー、
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ていただければと，大変光栄に思っております。

３番目に，院長もおっしゃいましたように，い

ままでは欧米の様子を見てやってきた産業技術で

すけれども，超電導で例を引かれましたように，

フィージビリティー・スタディーとおっしゃいま

したが，これに未来がどういう影群を受けて，ど

ういう形で産業技術を振興することによって，「１

本の国力，ひいては産業技術による国際的な国民

経済の寄与によって平和に貢献するかという土台

になるわけですが，そういう予測を日本はいまま

でやってこなかった。アメリカのアカデミーは議

会並びに大統領府と一緒に，個人の認識を土台に

一生懸命支えています。当アカデミーも今後そう

いう形になることを願っております。

たまたま，内田次官のご説明の中にも，生産技

術は強いけれども弱いとおっしゃったバイオ，材

料，情報の三つの分野が我々の専門部会でござい

ます。弱いからといってただ研究すればいいとい

うだけではなく，アカデミーとして一つはサイエ

ンスの振興であり，技術の振興であり，産業技術

政策として，飯塚院長の進められる政策のrliで，

どう見識をjIMめ込むかということを，我々として

は考えなければならないと思います。

そういう意味で，今後とも，院長自身もメンバー

でいらっしゃいますので，いろいろな形でスタッ

フの方ともお話し合いさせていただきまして，工

学アカデミーが，その創立の考え方のような，国

民のためにお役に立つようにしたいと思いますの

で，よろしくお願いいたします。

EAJInf()l･mati()ｎＮ().3／1989年ｌ）１ ２３



ｰ

Ｆ可

ろ。科学技術行政の現状につぃで

今，飯塚|:業技術院長と話をしていたのですが，

皆さん，大分お疲れでしょうから，エピソードを

ひとつ紹介したらいかがということで申し上げる

わけですが，昭和23年に旧制浦和商等学校に入り

まして－旧制の一番簸後でしたが－飯塚沼と

偶然同じ音楽部に所属することになりました。大

変汚い寮でしたが，｜rilじ部ごとに寮に入っていま

した。音楽部は二つ部屋がありまして，隣りの部

屋に飯塚院長がいたわけです。隣りの部屋の方は

同じ音楽部でも，バッハとかモーツァルトとか，

ベートーベンというようにクラシックで凝り固まっ

ていまして，私どものもう一つの部屋の方は，も

ちろんベートーベンでもバッハもですけれども，

美空ひばりでも，エリック・サティーでも何でも

来いという雰囲気でした。それが期せずして’４０

年後に，それぞれ科学。技術政策の一端を担って

いるというのは，大変おもしろいといいますか不

思議な感じがいたします。

これからは左脳だけではなく，右脳も鍛えてお

いた方が独創的な研究が出てくるのではないかと

いうことですが，お互いに右脳の方の音楽に親し

んでいたことも少しは何らかの役に立っているの

ではないかと思っております。

さて，先ほど科学技術庁と通産有からお話があ

文部省学術国際局長植木浩

： ’

’昭矛ﾛ６年(1931)上越市生まれ

１昭和28年東京大学法学部政治コース卒業，ＮＨＫ｜

入社

；昭和31年文部省入省

Ｉ昭和41年在フランス日本大使館２等書記官

Ｉ昭和43年ｌ等書記官
｜昭和45年文部省大学学術局留学生課長
Ｉ昭和49年文部省学術国際局研究機関課長

Ｉ昭和52年文部省学術国際局学術課長

｜昭和54年文部省大臣官房会計課長

｜昭和57年文部省学術国際局審議官
｜昭和59年文部省大臣官房審議官(学術国際局担｜

当）

ｉ昭和60年同雌(高等教育局｡学術国際局担当)を経’
て学術国際局長

ｉ現在文化庁長官
Ｐ－－凸一一画■画草画一一一画画一④羊替や-▼や■や･･･c凸｡。②齢凸一杢睡ニニーー"画●--凸一画画ロー凸一画一画一一一一専醇一一＝■＝一一＝■＝睡竺画』

りましたが，文部省の方は，大学や大学関連の研

究所を中心にいたしまして，日夜研究活動を行なっ

ていらっしゃる研究者の方々の，独創的，先駆的

研究，あるいはいろいろ基盤的な研究をサポート

する役割を受け持っております。

先ほど，政府全体の科学。技術予算１兆7,000

億円の４７％が文部省で一番大口だということを言

われましたが，考えてみますと，私どもの方は人

文．社会科学から自然科学まで全部カバーして，

それをお世話するわけですから，全部で47％，正

確に言いますと６２年度が47.1が63年度47.6％と

少し上がったわけですが，8,000億円でこの先生方

全部をサポートするのは容易なことではないとい

うことで，今後とも，科学技術庁，通産省からも

ご支援いただき，文部省関'係のシェアが増えるよ

うにがんばりたいと思っております。

先ほど来，科学技術会議のお話がありましたが，

文部大臣もそのメンバーでして，特に大学にもか

かわりがあるということで科学技術庁と文部省が

いわば共同事務局ということで，文部省の方は大
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学の意見を反映するようにという役目を持ってい

るわけです。

大学の学術研究ということにストレートに焦点

を当てた審議は，文部大臣の諮問機関として学術

審議会がありまして，「我が国の学術研究」とい

う資料の'.|｣にもいろいろ記されておりますけれど

も，多くの分科会に分かれてご審議いただき，ポ

リシーを練っていただき，それを踏まえて文部省

が学術振興の行政を進めているわけです。

工学アカデミーの中にも，学術審議会の大先輩

である向坊先生もおられますし，また，現に学術

審議会の枢要なメンバーでいらっしゃる先生方も

おられますが，以下，学術行政の概要についてご

説明いたしたいと思います。

ブルーの表紙の「我が国の学術研究」というパ

ンフレットには，総論的に全部網羅されておりま

して，私がお話し申し上げることも，この巾のも

のをかいつまんでお話し申し上げることになろう

かと思います。

各論といたしましては，科学研究費，学術情報

システム，大学と産業界との研究協力，あるいは

学術研究論文数の国際比較といった資料を添えて

ありますので，ぜひお目通しいただければありが

たいと思います。

1．学術研究体制の改善のための基本的施策

科学・技術と一口に言いましても，学術研究の

場合は非常に本質論ともかかわりまして，いろい

ろな特色，特性があります。このパンフレットに

もありますが，昭和59年２月に，「学術研究体制

の改善のための基本的施策について」という学術

審議会からの答申が出ました。この答申が，いわ

ば現在の学術政策の基本的なガイドラインになっ

ております。この本文自体は数十ページのもので

すが，議論された事柄は，私ども事務局としてお

付き合いをしていましたが，膨大な議論がされて

煮詰まったものであり，大変貴重なものです。

第１は，大学の学術研究というのは，学問の全

分野にわたっての基盤形成をしていくという点で

す。２番目に，大学ですので，研究と教育が一体

的に推進されている。もちろん研究の方がいわば

リソースでして，そこから出たものが次の世代に

2６

移転され，また，逆に若い人たちが大学のキャン

パスで，先輩の研究者の方々に新しい刺激を与え

るというフィードバックもあると思います。３番

目は，研究者の自主性の尊重であります。やはり

学術を振興する場合には，研究者の自由な発想，

研究意欲というものが源泉ですので，文部省の学

術振興施策といたしましては，研究者の''1主性を

股火限尊重しながらご支援申し上げるという政策

になります。

この他，先ほど来，お話が出ております科学技

術政策の大綱であるとか，臨時教育審議会の答申

のI|:Iにも，大学に直接かかわるような基礎的な学

術研究につきましてのいろいろなご提言があるわ

けでして，私どももそういったことを踏まえなが

ら進めているわけです。

学術研究をめぐる新しい状況ということも，こ

の学術審議会でずいぶん議論されましたが，研究

の専門分化とか高度化の進行，それと同時に，境

界領域，あるいは複合領域といったものが発展し

てきて，かつ，それを限られた財･源でサポートし

ようとしますと，共同研究体制というものを重視

していくことになります。これは学問自体の学際

的な領域，あるいは複合的な領域が増えたという

学問自体の要請でもありますけれども，そういう

点に重点を置いて進めております。

それから，後ほどご説明いたしますが，加速器

科学とか宇宙科学とか，特定の領域で施設が大型

化してきておりますが，そういうものについてど

うやって予算を確保するか，限られたパイの中で，

諸々の学問とのバランスをどうやってとっていく

かという，大変難しい問題もあります。

また，学術情報の大童化，あるいはコンピュー

タ等の情報処理技術の発達，それに対･応して学術

情報体制の整備をどう行なっていくかという課題

があります。

さらに，これは科学技術庁なり通産省の方がそ

ういうインパクトを直接お受けだと思いますが，

エネルギーとか，新材料とか，災害の防止とか，

さらには厚生省関係にも絡みますが，がん対･策で

あるとか，こういう社会的な要請に対して，大学

等の学術研究でもこれをどう受け止めて対応して

いくか。さらには，遺伝子組替え等ですが，科学
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と社会との関係というものについて，どういう認

識を持ちながら進めていかなければいけないかと

いうことがあります。

最後に，学術分野での国際交流もずいぶん前か

ら行なわれてきましたが，これからは能動的な国

際交流，日本の学術が国際的にも貢献するという，

能動的な国際交流にどう切り換えていくか，こう

いった問題点があります。これは先ほど来，申し

上げております学術審議会の'|'でいろいろと議論

され，答申の中にも述べられております。

２．人の問題

学術の振興という点では，何といってもやはり

頭脳です。私は，ハードウェア，ソフトウェアの

二つだけで･世の中を割り切るのは大ざっぱに過き

るのではないかと思っておりまして，これは全く

パーソナルな発想ですが，ハード，ソフトときた

ら，もう少し精密というか，キメが細かいという

か，場合によっては美しいとでも訳せるファイン

ウェアとでもいう世界があるのではないかと思っ

ております。その中でもブレインウェア，－ブレ

インウェアという言葉は前からあると思いますが

－まさにそれが学術ではないかと思っております。

そういう意味で，優れた若い優秀なプレイン，

これをどう確'保し，養成するかという，人の問題

が第１の大きな課題です。これも学術審議会で一

番焦点になった議論ですが，若手研究者の養成・

確'保ということです。

また，私どもの学術国際肋が1141接所管はしてお

りませんが，やはり大学院教育の問題が大きいか

と思います。大学審議会というのが学術審議会と

は別途できまして，そこで大学院教育の''１地を今

優先して取り上げております。この工学アカデミー

の先生方にも，委員としてご参加いただいて砿極

的なご議論が始まったところでございます。

もう一つは，総合研究大学院という新しい椛想

の大学院が１０月からスタートいたします。これは

国立大学共同利用機関が１３ありまして，今度１４

になりますが，ここでの高度な優れた学術研究を

活用して，これらを母体にした大学院を作ろうと

いうものです。後期３年の博士課程のみでして，

高エネルギー物理学研究所とか，分子科学研究所，

蜘礎生物学研究所等の研究所が母体になりまして

新らしい大学院がスタートするわけで，若手研究

者の養成・確保という点で，非常に大きな期待が

なされております。

この他に，直接私どもの局が関与いたしました

施策，学術審議会の５９年の答申のいわば目玉とい

うべき施策として，新しいポスト・ドクトラル・

フェローシップ（特別研究員制度）というものを

60年度からスタートいたしました。これは博士課

程の方，あるいは博士号を取得された方で33歳以

下の方を２年間，できればもともとの研究室でな

い，他の大学なり研究室に，いわば他流試合に出

かけていただいて，大いに若い頭脳を鍛えていた

だきたいということで，６２年度568人フェローシッ

プをオファーしており，６３年度は728人に増加す

ることとしております。私どもとしては，これを

近々1,000人に侍っていきたいと考えております。

そのぐらいの勢いでやってほしいと，学術審議会

の先生方から強く要望されております。

フェローシップの奨学金額は，博士取得者で２１

万円ほど〆博士課程在籍者で12万円ほどで，研究

費につきましては年間120万円を限度といたしま

して，科学研究費の方とドッキングさせて，２年

間他流試会をしていただく，こういう制度を‘作っ

たばかりです。

これは学術審議会で相当練りに練っただけあり

まして，大学や研究所から大変期待されておりま

して，利根川博士がお見えになりましたときも，

期せずしてｵ'f手研究者養成の議論になったわけで

すが，私どもとしてはこういう制度でまさにスター

トしたところです。

3．組織の問題

人の次はやはり組織の問題だと思います。飯塚

院長からもありましたが，定員が足りないという

問題です。それでも大学の方は教育も担当してお

りますので，年々定員が増えておりますが，先生

方の学術研究活動にいわばキャッチアップするに

は不十分でして，共同研究体制を重点に整備を進

めております。

その他，各大学や研究所で学問の動向に応じて，

組織を自主的に兇直していただくため，各大学で
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も年々組織の改編を積極的に行なっております。

新しい組織としましては，６３年度は14番目の国

立大学共同利用機関として国立天文台の創設，こ

れは７月からです。岩手県の水沢にあります緯度

観測所と合体しまして，新しい天文学に樹迩的に

対応していくため，特に国際的な広がりも出てく

るわけです。

核融合研究につきましては，今，関係のいくつ

かの大学でやっております。原子力研究所がトカ

マク型の大きなプロジェクトを進めておられます

が，大学側は非トカマク型，あるいはトカマクの

改良型ということでやっておりますが，へリオト

ロン系の次期装置を大学のポテンシャルを結集し

て，岐阜に作ろうということで，今内容を詰めつ

つ創設準備に入っているところです。

この他，先ほど申し上げました研究組織の見直

しという点では，東北大学の農学研究所を廃止し

て，新しい全国共同利用の施設に転換したり，あ

るいは京都大学の結核胸部疾患研究所，岡山大学

の農業生物研究所，それぞれの改組等があります。

また，小さな組織でも，５年とか７年あるいは

10年の時限を付しまして，時限がきたときに改め

て学問の動向に応じて，研究組織としての行き方

を考え直して，レビューして，解体するなり，積

極的に新しい方向に行くなり，そういうことも行

なっております。

4．研究費の問題

人，組織の次は研究費です。大学関係の研究費

は，まず基盤的な研究経費があります。これは皆

様よくご存じの教官当たり積算校費です。教官当

たり積算校費は今大体1,000億円ありますれども，

先生方の人数も大変多く，また，研究活動が非常

に活発ですし，しかも，この砿算校礎が年々横ば

い状態ですので，ここのところが学術研究を進め

る予算全体の中では一つの焦点になっているわけ

です。これがなかなか上昇カーブをとりにくい厳

しい状況にありますので，教育。研究の特別経費

の充実を図っております。

施設。設備費も基盤的な経費ですが，最近は特

に研究が高度化しまして，非常に新しい設備がど

んどん出てくる。しかもそれが金額的に非常に高

２８

価なものが出てきておりますので，これにいかに

対応するか私どもも非常に苦慮しております。幸

い６２年度の秋には，大型の補正がありまして，設

備費が特に500億円追加されました。このおかげ

で多少なりとも潤ったわけですが，そうでなけれ

ば設備費は非常にきつい状況になっていました。

今，申し上げましたのは，どちらかと言うと基

盤的研究経費でありますが，ほかにプロジェクト

型の研究経費があります。文部省の場合は科学研

究費補助金という制度があり，お手元のパンフレッ

トにその概要が書いてあります。

新聞などによく，新しい原理とか現象の発見と

いうものがいろいろ出まして，私どもは予算上の

都合もありますので，記者の方に，ぜひ，文部省

の科学研究費補助金によると雷いてくださいとお

願いしているのですが，出るときと出ないときが

あります。そういうわけで，科研費をＰＲしようと

いうことで，お手元のパンフレットを作ったわけ

です。金額は，現在，488億８，０００万円ですが，

62年度は450億8,000万円，すなわち３８億円の

増です。このところ年々15億円ぐらいの増でまい

りましたが，特に，塩川前大臣が，それではとて

も文部省の姿勢を示すことはできないということ

で，大臣が陣頭指揮をされ，さらに中島大臣が非

常にがんばっていただきまして，３８億円の増とい

うことになりました。

特に，重点領域研究の数を増やしたり，あるい

は先ほどもいろいろお話がありました国際関係に

ついて，海外学術調査や，国際共同研究，あるい

は大学間の協定に基づく共同研究の推進などに重

点を置いて増額しました。

こういうことで，科学研究費補助金などプロジェ

クト的経費と，経常的な基盤的な研究経費と両々

あいまって研究経費を確保していかなければいけ

ないという課題があるわけです。

研究の内容ですが，この「我が国の学術研究」

のパンフレットの終わりの方にありますが，重要

基礎研究という言い方をする場合もあり，特定領

域という言い方をしている場合もありますが，重

要基礎研究といいましても，他の研究が重要性が

少ないという意味ではありません。なかなか表現

がしにくいのでこういう言葉を使わせていただい
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ております。学問の動向や社会的要請，あるいは

先ほど来，申し上げておりますように施設。設備

に多額の経費を要するところから，特に組織的，

計画的に推進していかなければいけない加速器科

学とか，宇宙科学，あるいは核融合などです。

加速器科学につきましては，筑波の高エネルギー

物理学研究所にトリスタンという大型の電子・陽

電子衝突型の加速器一この種の型としては現在，

世界最高のエネルギーであるわけですが－これ

が完成して運転を開始したところです。日本の学

術水準がどの辺までいっているかというお話があ

りましたが，今，申し上げましたように，この型

としては現在，世界最高で，アメリカの研究者や

中国や韓国の研究者もぜひこれを使わせてほしい

と参加しております。

それから，放射光実験施設が''1じく筑波の高エ

ネルギー物理学研究所にありますが，これも大学

はもとより巌業界からも共同利川で活川されてお

ります。放射光実験施設ではさらに３年計|[lIiで，

トリスタンの入射･蓄職リングを活ｊ:Mして，８ジェ

ブの商輝度Ｘ線光源を|)H発して，先端的な研究を

行ないたいという計iIIIiも進んでおります。

宇宙科学も，大学共同利川機関の宇宙科学研究

所が中心になって，関係の大学等のご協力を得て

科学衛星計画を進めてきております。

昭和６０年度にハレー誉星が接近したときに，世

界から探索機が６機打ち上げられました。ソ連が

２機，米国が１機一米国は他の目的で打ち上げ

たものを急遮そちらに振り向けたわけですが－そ

れから，ヨーロッパ諸国のヨーロピアン・スペイ

ス．エイジェンシーが１機，日本は文部省の宇宙

科学研究所から２機打ち上げました。これは専門

家に言わせると「ハレー艦隊」というそうですが，

ハレー艦隊のうちの２機はＦ１本のであるというこ

とで，アメリカのＮＡＳＡとかいろいろなところか

ら非常に高く評価されております。

なお，ついでに申し上げますと，６１年度にはブ

ラックホールの正体を明らかにしようということ

で，「銀河」というＸ線天文観測衛星を打ち上げ

ておりますが，これもアメリカやイギリスにはそ

のような衛星がないので，観測機器を共同開発し

て乗せてほしいということで，こういう凶際貢献

型に次第になってきております。

地球科学関係では，第５次地震予知計画，第３

次火山噴火予知計画に沿って，測地学審議会が

－これは学術審議会と別にインター・ミニステリ

アルな審議会でして－いわば参謀本部といいま

すかヘッドクォーターになりまして，各省で共同

して役割分担して，観測｡研究を進めております。

文部省関係ではこの他，南極観測本部がありま

す。各省庁のご協力を得て南極の観測を実施して

おります。

この他，対がん１０箇年総合戦略に基づく研究，

あるいは文部省流に言いますとバイオサイエンス

と言っておりますが，こういった生命科学，先ほ

ど飯塚院長の方からもお話がありました半導体あ

るいは超ＬＳＩ，人工知能など電子情報科学，超伝

導物質の開発など，物質材料科学などの分野も，

大学におきましても積極的に研究が進められてお

ります。

5．学術'情報システム

さて，人。組織。予算。研究プロジェクトとま

いりますと，やはり次は情報ということになりま

す。文部省は学術情報システムの整備ということ

に非常に力を入れております。これも長年学術審

議会でご審議いただいた線に沿って，文部省が学

術情報センターを－今日は所長の猪瀬先生もお

見えになっていたような気がしましたけれども－

６１年度に設置して，全国の国公私立大学をコン

ピュータでデータ通信網で結んでいこうという大

変大きな計画で，着々と進めつつあります。

６２年度現在で，国立38,私立９の大学が既に

接続を終えて，６３年度はさらに国立だけでも１１接

続を増やす予定です。

特に６３年度は，アメリカのＮＳＦと接続して，

能動的な国際交流ということを申し上げましたけ

れども，Ｒ本の学術情報もアメリカに積極的に発

信する，そしてアメリカの学術情報も日本の各大

学から呼び出せるようにすることを始める計画で

す。さらに，アメリカの次はヨーロッパ諸国とも

結んでいきたいという計画を持っております。
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6．学術研究における社会的協力・連携

それから，大学と産業界等との研究協力の問題

です。研究協力は，パンフレットにチャート入り

で詳しく書いてありますが，大学と産業界等との

研究協力について学術審議会で先生方のご議論が

ずいぶんございました。

現在，大学の学術研究に対して，産業界や地方

公共団,体をはじめ社会の多方面からいろいろな形

での研究協力の要請が寄せられてきています。大

学はもちろん教育・研究という本来の使命がある

が，それを踏まえながら大学の主体性の下に，こ

れらの社会的要請に対応することは，大学の研究

活動自体にも大変良い刺激を与える意味からも有

意義である－これが学術審議会での結論です。

現在，これに従いまして文部省としましても，大

学と産業界とができるだけ研究協力をしやすいよ

うに，基本的な哲学を踏まえながらも，システム

を弾力化していくという方向でやっております。

従来から，受託研究制度，あるいは奨学寄付金

制度がありまして，この両制度につきましても，

大学側，あるいは産業界の側からもっと弾力化し

てほしいという数々の要望が寄せられまして，弾

力化を前進させたこともありますが，受託研究制

度で，今，1,700件ほど35億円，奨学寄付金で

248億円，国立大学に民間からの資金が入っており

ます。受託研究については，件数でいって半分，

金額でいって２０億円ぐらいは，他省庁や公社･公

団，特殊法人からの受託研究です。

さらに学術審議会でいろいろご議論をいただい

ているうちに，従来のこの二つの制度だけでは不

十分である，民間の企業等でも非常に研究水準が

レベルアップしてきているので，大学と企業等の

研究者が共同研究できるシステムをということで，

58年度から民間等との共同研究制度，企業との共

同研究が中心ですが，こういう制度を新たに作り

ました。６２年度の実績は396件，民間からの研究

員でこの制度で大学に入って大学の人と一緒に研

究しておられる方が465人ということで，６１件の

共有特許を申請中です。

この制度を作りましたところが，大学側からさ

らに，装置を持ち込んで民間の研究者と共同研究

３０

する場を作ってほしいという要望が，次の段階で

出てまいりまして，６２年度から，これは富山，神

戸，熊本の３大学に共同研究センターという

1,000～2,()00㎡ぐらいのものを作りまして，６３年

度はさらに名古屋大学とか，東京農工大学とか５

箇所整備することにしています。

テクノポリスの計画などもありますが，文部省

といたしましても大学の要望を踏まえながら，地

域の技術開発の要請にも対応できるようこれを重

点的に整備していきたいと考えております。

なお昭和62年度に東京大学に先端科学技術研

究センターを設制しまして，優れた先端材料，あ

るいは先端システム等基礎から応用にわたって，

学際的に，流動性を持たせ，また国際的な角度か

ら高度な研究を行なうことを始めております。

なお，この際，民間からの資金，あるいは民間

の研究者の方々にお入りいただいて，新しいやり

方でやりたいということで，文部省の方でも規則

を変えまして，寄付講座制度というものを作って，

民間の資金で講座を設置し，かつ民間の方が研究

者としておいでになれるように，客員教授，客員

助教授というシステムでやれるようにという新し

い試みをしたわけです。

7．学術の国際交流

そういったことで，学術研究の振興につきまし

ても及ばずながらいろいろと努力してきておりま

すが，最後に申し上げたいのは，国際交流，国際

協力です。受身ではなく能動的な学術の国際交流

をというガイドラインでやっているわけですが，

文部省が大学に対して直接予算を配布する場合と，

日本学術振興会という特殊法人を通じて行う場合

と両方あります。この両方を合わせて申し上げま

すと，現在，文部省全体での学術交流の予算は，

先進国，発展途上国合わせまして204億です。昨

年は１８８億円だったと思います。文部省の教育・

学術･文化を通じた全体の国際交流予算は約607億

円ですが，研究者交流とか南極観測など学術交流

を拾い上げてみますと204億円です。これらで

3,800人の日本の研究者を海外に送り，また2,400

人の外国の研究者を日本に迎え入れているという

ことで，6,200人が文部省関係，学術振興会関係

戸蛸，
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の予算で研究者交流が行なわれていますが，この

辺を今後さらに拡充していかなければいけないと

思います。

特に，グラハム米大統領顧問などが日本にお見

えになったときに，外国の若手の研究者がぜひ川

本で勉強したいというご要望もありましたので，

文部省でも，６３年度は，アメリカから５０人，その

他の５０人はヨーロッパ諸国から，若手の博士課程

を終えたような方合計100名をｎ本の大学や研究

所に迎えて，月額31万円余りのフェローシップを

支給するという制度をスタートさせました。アメ

リカの場合はＮＳＦを通じて良い方を選んでいただ

いて日本に来ていただくということです。

このような日本の学術研究水準が国際的に見て

どの程度かということは，なかなか簡単ではあり

ませんが，学術情報センターのご協力を得て，研

究者の方々でご検討いただきました。いろいろな

方法がありますが，一つの有力な方法としては，

学術研究論文数の国際比較を行うということで，

お手元のパンフレットにありますように，日本が

米国についで２番目，あるいはソ連に次いで３番

目と，近年，上昇カーブを描いているものが多く

なりました(10ページの内田次官の表５参照)。も

とより論文数だけで直ちに水準を短絡的に判断す

べきではないと思いますが，それにしても，論文

数の比較によりまして日本の研究者の方が，非常

に限られた厳しい条件の中で，よく頑張っておら

れるということを反映しているといえると，思い

ます。

短い時間で，舌足らずになりましたが，今，申

し上げましたように，学術審議会等のご意見を踏

まえつつ，文部省といたしましても学術の振興政

策を推進いたしております。今後とも工学アカデ

ミーの先生方にもいろいろな形で，ご指導，ご鞭

捷をいただきたいと思います。

司会（内田盛也理事）

文部省の学術研究に関する行政について詳細な

ご説明をいただきました。

今のお話の中で一つのポイントは，国からの研

究費がすぐないということでした。先ほどの内田

次官の資料･によれば，日本の研究者は４２万人で，

１人当たりの研究費が大変少なく，研究費を増や

す方向が必要であろうとよく言われております。

第２番'三|に，文部省は研究費国家予算の２分の

１ですが，アメリカは国防総省が65％であり，ア

メリカには日本の文部省に相当するものはありま

せん。陸I立火学がない。これは言われれば当たり

前ですが，気付かないところでした。そういう意

味でアメリカは私立大学と市立大学ですから，各

省庁とＮＳＦを通じてお金を出すという内田次官の

おっしゃったようなチャンネルになっております。

ＮＳＦか国がどこまで学術研究に干渉できるかとい

う問題を通じて，大変日米問題に摩擦を受けてい

るわけです。

私も二，三年前に，日米交流でアメリカにまい

りましたが，ＭＩＴその他でいろいろな問題があり

ました。今日はそれを申し上げるつもりはありま

せんが，この点が当工学アカデミーとしての一つ

の見識を示さなければならない問題だと思ってお

ります。

３番目に，大学のサイエンスの研究は，あくま

で自由研究が本当でして，巷間言われますような，

それに対する発表についての制限はもってのほか

です。現にアメリカ自身が建国以来そういうこと

を堅持してきたわけですが，いろいろな意味でサ

イエンスが直接民間の産業に寄与するようになっ

たり，それがひいては国防技術に影響を受けると

いう意味でいろいろなことが起こっておりますが，

原則はそうあるべきだと，アメリカのアカデミー

の方々もおっしゃっています。

アメリカはご存じのとおり，科学者，技術者が

研究をやるのであって，科学者，技術者の見識を

行政府が守るわけです。日本の場合はお国が決め

たからそうなのだ，ではなしに，我々アカデミー

の人間が，科学者，技術者が，かくあるべきだと

いうことを今後研究しなければならない。それを

今日のお話の行政の長の方に，そういうことだと

いう意味で，我々 で個人レベルで，世界の科学者，

技術者としての見識を持ち，それの意見として，

それのいろいろな雰開気の中から，行政として国

際的に話ができるという絡み合いが，我々日本工

学アカデミーはやらなければならないと思ってお

ります。
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４番目に，新しい知識が直接産業に寄与するこ

とになりましたので，産・学交流を産業界も希望

するわけです。この場合，例えば，アメリカの議

会から出たバイオの報告によりますと，いわゆる

ハーバードは一切産業界の干渉はなくて，幾ら金

を出しても１箇月のプレビューだけですし，ＭＩＴ

は３箇月です。あくまでも大学の自由というr１．１か

ら，どうか汲み取ってくれということです。日本

の場合は特許をくれだとか，これは産業界の見識

がないからだと，私自身は思っております。それ

と今，大きく科学技術が変わってきているという

認識が足りません。まだ後進性があるためではな

いかと思います。こういう点もよく研究して，ど

ういう考え方が正しいかと当アカデミーも研究し，

献策すべきではないかと思います。

それから，地域の振興をと，先ほど植木局焚さ

んもおっしゃってましたが，日本の政府は，ＥＣ政

３２

府対連邦政府でして，そうすると各地域なり，圏

域というものに直接対するものは州政府であり，

アメリカのイギリス，ドイツ，フランスその他の

各国との対･応になります。したがって，地域の圏

域というものに対壁する科学技術はどうあるべきか

ということも，地域の主張と同時に，国の行政の

方々もそういう見方で兄ていただければという問

題もあります。

その他，問題はいろいろありますが，いわゆる

国は縦割ですが，このアカデミーは産・学・官の

科学技術者の個人の結集体ですから縦割はありま

せん。

本アカデミーはようやく１年たった赤ん坊です

けれども，今年度から政策委員会ももっと活発に

して，行政の長の方々といろいろなお話をして，

少しでも国のためにお役に立つようになりたいと

思っておりますので，よろしくお願いいたします。

〆、

〆、
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